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定期監査結果報告書 

 

 １ 準拠した基準 

   清須市監査基準（令和２年監査委員告示第１号） 

 

２ 監査の種類 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項

の規定に基づく定期監査 

 

 ３ 監査の対象、実施場所、日程及び対象期間 

  ⑴ 対  象：健康福祉部（社会福祉課）、市民環境部（生活環境課、 

市民課） 

    実施場所：清須市役所南館３階 ３０６中会議室 

日  程：令和７年１１月１日から令和７年１１月２６日まで 

対象期間：令和７年４月１日から令和７年９月３０日まで 

   

⑵ 対  象：健康福祉部（健康推進課）、建設部（土木課、水道事業） 

実施場所：清須市役所南館３階 ３０６中会議室 

日  程：令和７年１２月１日から令和７年１２月２３日まで 

対象期間：令和７年４月１日から令和７年１０月３１日まで 

 

⑶ 対  象：教育部（学校給食センター管理事務所、学校教育課）、 

健康福祉部（こども家庭課、児童保育課） 

実施場所：清須市役所南館３階 ３０７中会議室 

日  程：令和８年１月１日から令和８年１月２７日まで 

対象期間：令和７年４月１日から令和７年１１月３０日まで 

 

４ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、

正確に行われ、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及

び運営の合理化に努めているか。 

 

５ 監査の主な実施内容 

あらかじめ提出を求めた監査資料を参考とし、諸帳簿や関係書類など

を確認するとともに、関係職員からの説明を聴取して実施した。 



 

６ 監査の結果 

監査を実施した限りにおいて、対象となった各課の事務は法令に適合

し、適正に行われていることが認められた。 

なお、各課の事務の内容及び監査の結果について、主なものは次のと

おりである。 

 

  ⑴ 健康福祉部社会福祉課 

主な所管の事務は、障害福祉サービス、障害者手帳、自立支援医療、

手当、補装具、生活保護、行路病（死亡）人、日赤、社会福祉協議会、

災害救護、給付金、保護司、人権擁護委員、平和祈念式典等に関する

ことである。 

「清洲総合福祉センターGR 型複合受信機及び非常用放送設備更新

工事」その他の契約文書及び事務について審査したところ、法令等に

準拠して、適正に行われていると認められた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑵ 市民環境部生活環境課 

主な所管の事務は、環境保全対策、廃棄物対策等に関することであ

る。 
「西枇杷島資源ステーション整備工事」その他の契約文書及び事務

について審査したところ、法令等に準拠して、適正に行われていると

認められた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑶ 市民環境部市民課 

主な所管の事務は、住民基本台帳、戸籍、マイナンバーカード交付

等に関することである。 
「公有財産貸付契約」その他の契約文書及び事務について審査した

ところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認められた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑷ 健康福祉部健康推進課 



主な所管の事務は、予防接種、地域医療、救急医療、感染症対策、

保健センター管理、健康づくり、保健指導、健康診査、検診、歯科口

腔保健、精神保健等に関することである。 
「定期予防接種業務」その他の契約文書及び事務について審査した

ところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認められた。 
また、負担金についても予算の定めにより適正に執行されていると

認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑸ 建設部土木課 

主な所管の事務は、道路・用排水路の新設改良・維持管理、街路灯、

交通安全施設、占用、承認工事、境界立会、道路台帳等に関すること

である。 
「排水路改修工事その１８」その他の契約文書及び事務について審

査したところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認められた。 
また、負担金についても予算の定めにより適正に執行されていると

認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑹ 建設部上下水道課（水道事業） 

主な所管の事務は、水道事業の料金・使用料の徴収、施設の建設・

維持管理等に関することである。 
「重要給水施設排水管路等耐震化工事設計等業務」その他の契約文

書及び事務について審査したところ、法令等に準拠して、適正に行わ

れていると認められた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑺ 教育部学校給食センター管理事務所 

主な所管の事務は、学校給食センターの管理、調理、洗浄、行程表

作成業務等に関することである。 
「エアハンドリングユニットフィルター取替工事」その他の契約文

書及び事務について審査したところ、法令等に準拠して、適正に行わ

れていると認められた。 
 

⑻ 教育部学校教育課 

主な所管の事務は、学校教職員、児童生徒、教育委員会、転入学、

就学、就学相談、学校施設の整備、要・準要保護、学校医、放課後子



ども教室、通学区域、教科書その他教材の取り扱い等に関することで

ある。 
「学習用タブレット端末賃貸借」その他の契約文書及び事務につい

て審査したところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認めら

れた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

⑼ 健康福祉部こども家庭課 

主な所管の事務は、児童手当、こども計画策定、母子保健、女性相

談、母子父子家庭相談、家庭児童相談、こども家庭総合支援拠点、歯

科保険、妊娠及び出産支援事業等に関することである。 
「清須市こども計画策定支援業務」その他の契約文書及び事務につ

いて審査したところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認め

られた。 
 

⑽ 健康福祉部児童保育課 

主な所管の事務は、保育園・児童館・子育て支援センター・たんぽ

ぽ園・幼稚園の運営、保育所等設置認可、医療的ケア児、補助金、幼

児教育・保育無償化、保育所整備、給食、ファミリーサポートセンタ

ー等に関することである。 
「清須市病児保育事業」その他の契約文書及び事務について審査し

たところ、法令等に準拠して、適正に行われていると認められた。 
また、負担金等についても予算の定めにより適正に執行されている

と認められ、特に記すべき事項はない。 
 

７ 監査のまとめ 

今後においても引き続き、各種規則、規程、要綱等に基づく基本的な

事務手順を徹底し、適正な事務の執行に努められたい。 

 

 


